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� COVER� COVER　新年度がスタートしました。　新年度がスタートしました。

・施政方針
・当初予算



　
令
和
７
年
度
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
私

の
施
政
方
針
を
ご
説
明
申
し
上
げ
、
町
民

の
皆
様
に
町
政
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
は
じ
め
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
に

つ
い
て
は
、
令
和
６
年
度
は
50
億
円
を
超

え
る
多
額
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
寄
附
者
を
は
じ
め
、
町
議
会
の
皆
様
や

関
係
す
る
事
業
者
の
皆
様
に
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
政
府
は
、
国
の
令
和
７
年
度
予

算
案
の
ポ
イ
ン
ト
を
、「
賃
上
げ
と
投
資

が
牽
引
す
る
成
長
型
経
済
へ
移
行
す
る
た

め
の
予
算
」
と
し
、
物
価
上
昇
を
上
回
る

賃
上
げ
の
普
及
・
定
着
や
、
構
造
的
な
変

化
と
社
会
課
題
へ
の
対
応
等
を
掲
げ
、
骨

太
方
針
に
基
づ
き
、
歳
出
改
革
の
取
組
を

継
続
し
て
い
く
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、「
食
料
・
農
業
・
農
村

基
本
法
」
の
改
正
に
伴
う
食
糧
安
全
保
障

の
強
化
等
の
農
林
水
産
関
係
の
施
策
の
充

実
・
強
化
や「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」に
基
づ

く
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
実
施
に
つ
い

て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
石
破
総
理
は
施
政
方
針
演
説
に

お
い
て
、
地
方
創
生
２
．０
を
強
く
推
進

し
て
い
く
と
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す

が
、
本
町
に
お
き
ま
し
て
も
、「
持
続
可

能
な
ま
ち
づ
く
り
」に
取
り
組
ん
で
お
り
、

国
の
動
向
等
に
つ
い
て
は
注
視
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の

課
題
に
対
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
よ
り

一
層
精
査
・
発
展
さ
せ
、
質
の
高
い
施
策

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　
さ
て
、
早
い
も
の
で
、
町
民
の
皆
様
か

ら
信
任
を
賜
っ
て
か
ら
、
６
期
目
も
４
年

目
を
迎
え
ま
し
た
。
輝
か
し
い
ふ
る
さ
と

大
崎
を
子
や
孫
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め

に
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
地
域

社
会
の
構
築
に
向
け
、
力
を
合
わ
せ
て
新

し
い
時
代
を
切
り
拓
く
と
い
う
理
念
の

下
、
令
和
７
年
度
予
算
案
に
お
い
て
も
、

私
の
公
約
で
掲
げ
ま
し
た
目
標
や
指
針
を

柱
と
し
、「
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
」を

め
ざ
し
、「
ひ
と
」を
育
む
施
策
を
も
っ
て

郷
土
お
お
さ
き
を
活
性
化
さ
せ
る
地
方
創

生
に
取
り
組
む
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

人
口
減
少
対
策

　
全
国
的
な
出
生
率
低
下
に
よ
る
少
子
化

は
、
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
本
町

に
お
き
ま
し
て
も
、
令
和
５
年
度
時
点
で

出
生
者
数
49
名
と
年
々
減
少
し
て
お
り
、

少
子
化
問
題
は
喫
緊
の
課
題
で
、
人
口
減

少
の
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
も
移
住
・
定
住
に
係
る
施
策
や

子
ど
も
・
子
育
て
に
係
る
施
策
を
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
移
住・定
住
に
係
る
施
策
に
つ
い
て
は
、

宅
地
分
譲
や
住
環
境
整
備
へ
の
各
種
助
成

な
ど
様
々
な
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
こ
れ
ら
既
存
事
業
に
つ
い
て
効
果

検
証
を
お
こ
な
い
な
が
ら
実
施
す
る
と
と

も
に
、
令
和
７
年
度
は
移
住
対
策
を
強
化

す
る
べ
く
、
移
住
支
援
金
制
度
を
新
た
に

創
設
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
に
係
る
施
策

に
つ
い
て
は
、
出
産
祝
い
金
の
創
設
や
保

育
所
利
用
者
負
担
金
、
保
育
所
等
の
給
食

費
無
償
化
な
ど
様
々
な
分
野
で
事
業
を
実

施
し
、
社
会
・
経
済
的
に
も
安
心
・
安
定

し
た
子
育
て
が
で
き
る
環
境
を
整
備
し
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
も

効
果
の
検
証
を
お
こ
な
い
、
更
な
る
有
効

な
施
策
を
実
施
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
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事
業
と
併
せ
て
、
医
師
不
足
解
消
の
た
め

の
施
策
や
企
業
誘
致
制
度
を
拡
充
さ
せ
る

と
と
も
に
、
引
き
続
き
高
齢
者
等
の
移
動

手
段
の
確
保
に
関
す
る
支
援
や
、
健
康
づ

く
り
・
生
き
が
い
づ
く
り
を
推
進
し
、
誰

も
が
住
み
や
す
い
、
誰
一
人
取
り
残
さ
な

い
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
め
ざ

し
た
施
策
も
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。
生

活
に
係
る
施
策
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
・
角
度
か
ら
住
み
や
す
い

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
こ
の「
人
口
減

少
対
策
」
に
つ
い
て
、
取
り
組
ん
で
い
く

所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
即
座
に
成
果
や
効
果
が
見
え
難
い
課
題

で
は
あ
り
ま
す
が
、
継
続
し
て
対
策
を
実

施
し
、
よ
り
効
果
的
な
事
業
を
研
究
し
続

け
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
の

で
、
今
後
も
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
・
観
光

　
「
ス
ポ
ー
ツ
観
光
お
お
さ
き
」
を
通
じ

て
、
町
内
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
な
ど
を
活
用

し
た
様
々
な
企
画
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、

ス
ポ
ー
ツ
と
観
光
を
一
体
に
し
た
振
興
施

策
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
令
和
７
年

度
に
お
い
て
も
、
更
な
る
可
能
性
の
模
索

や
研
究
を
お
こ
な
い
、
地
域
の
振
興
に
寄

与
す
る
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
令
和
６
年
よ
り
実
施
し
て
お
り

ま
す
大
崎
町
総
合
体
育
館
の
大
規
模
改
修

工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
７
年
度
中

の
完
成
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
完
成
後

に
お
い
て
は
本
町
の
中
心
的
な
ス
ポ
ー
ツ

施
設
の
１
つ
と
し
て
、
町
内
外
問
わ
ず
多

く
の
方
々
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

教
育

　
大
崎
町
の
未
来
を
担
う
の
は
子
ど
も
た

ち
で
す
。
こ
れ
ま
で
も
子
ど
も
た
ち
を
取

り
巻
く
教
育
の
環
境
を
充
実
さ
せ
、
質
の

高
い
教
育
を
提
供
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　
令
和
７
年
度
に
お
い
て
は
、
第
２
期
Ｇ

Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
下
、
令
和
２
年

度
に
整
備
し
ま
し
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の

更
新
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
よ
り
効
果

的
な
教
育
の
実
施
や
各
小
・
中
学
校
の
屋

内
運
動
場
へ
の
空
調
設
備
等
の
整
備
を
計

画
す
る
な
ど
教
育
環
境
の
改
善
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
の
入
学
援
助
金
や
給
食
費
の
完

全
無
償
化
な
ど
、
学
校
の
内
外
両
輪
か
ら

教
育
環
境
を
支
援
し
、
さ
ら
な
る
教
育
支

援
の
施
策
を
充
実
・
発
展
さ
せ
て
ま
い
り

ま
す
。

　
令
和
７
年
度
に
お
け
る
当
初
予
算
の
主

な
要
点
を
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
公
約
実
現
に
向
け
、
各
般
の
施

策
に
全
力
で
取
り
組
む
だ
け
で
な
く
、
各

事
業
の
効
果
検
証
や
見
直
し
等
の
検
討
を

お
こ
な
い
、
よ
り
効
果
的
な
町
政
に
努
め

る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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大崎町の
令和７年度

予算

会　　計　　名 令和７年度 令和６年度 増減
一　般　会　計 131億191万5千円 122億3,680万6千円 8億6,510万9千円

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 18億8,581万3千円 19億3,550万6千円 △4,969万3千円

水 道 事 業 会 計 2億2,833万3千円 2億1,931万5千円 901万8千円

公 共 下 水 道 事 業 会 計 2億5,044万円 2億4,829万円 215万円

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 19億7,907万4千円 19億4,177万1千円 3,730万3千円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2億3,169万2千円 2億1,346万1千円 1,823万1千円

合　　　　　計 176億7,726万7千円 167億9,514万9千円 8億8,211万8千円

各会計別予算表

歳 入
131億191万5千円

歳 出
131億191万5千円

令和７年度 令和７年度

町税
13億9,652万

7千円

総務費
12億9,488万

6千円

民生費
20億1,312万

3千円

衛生費
14億

4,659万円

農林水産業費
7億2,164万

2千円
商工費

39億1,636万9千円

地方交付税
25億

5,000万円

国庫支出金
13億2,230万

3千円
県支出金

8億6,088万
5千円

分担金及び負担金
1,442万5千円

町債
9億

5,640万円地方消費税
交付金
2億1,900万円

寄附金等
その他
38億

2,198万円

地方譲与税
7,845万8千円

繰入金
18億8,193万

7千円

土木費
8億8,238万

5千円

消防費
3億586万円

その他
2,948万8千円 議会費  9,907万3千円

教育費
17億587万

8千円

公債費
6億8,662万1千円

当初予算を住民１人あたりで見てみると…
収入（税収）  11万８千円　　　支出   110万２千円

支出の内訳
まちづくり・徴税・庁舎の管理に 10万9千円
道路・橋梁・公園・町営住宅の整備に 7万4千円
子育て支援・高齢者・障がい者の福祉に 16万9千円
借金（町債）の返済に 5万8千円
消防・救急・防災のために 2万6千円
ごみ処理や環境の保全・医療の向上に 12万2千円
商工業・農林水産業の発展に 39万円
教育・文化の振興に 14万4千円
その他 1万1千円

貯金と借金のバランスは…
　R元年からの貯金（基金）と借金（町債）の年度末残高です。
基金は引き続き、計画的かつ効率的に運用していきます。

※千円単位で端数処理を行っているので総額と一致しないことがあります。

令和７年度当初予算が決まりました。町の財政の柱となる一般会計当初予算および
特別会計当初予算について、概要を紹介します。

一般会計当初予算額

131億191万5千円

（単位：億円）

■ 
町債残高
■ 
基金残高
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令和７年度の大崎町の主な事業を紹介します
所管課 事　　業　　名

総務課
新規

防犯灯電気料補助金� 　　108万円

各自治公民館で設置している防犯灯の電気代の一部を補助

総務課
新規

防犯灯設置事業補助金� 　　350万円
各自治公民館で設置している防犯灯のＬＥＤ灯への切替や
新設にかかる経費の補助

企画政策課
新規

大崎町移住応援支援金� 　　1,000万円

大隅地域以外からの転入者で就業している方に向けて支援金を支給

企画政策課

おでかけタクシー利用助成事業補助金
� 　　1,440万円
自動車等運転免許証を持っていない高齢者等に町独自のタ
クシー利用券を発行

企画政策課
定住住宅取得補助金� 　　1億2,500万円

住宅取得にかかる費用の補助

保健福祉課
新規

物価高騰対応くらし応援給付金� 　　5,550万円
低所得者等給付金の対象外の世帯へ物価高騰等の影響を緩
和するため給付金を支給

保健福祉課
子ども医療費給付金� 　　4,362万5千円
18歳（年齢到達後最初の3月31日まで)以下の子どもの医
療費を現物給付

農林振興課
新規

酪肉生産基盤維持対策事業補助金
� 　　1,215万円
酪農・肉用牛の導入等に係る費用の助成

商工観光課
地域応援商品券発行事業補助金
� 　　1億3,253万円
地域応援商品券発行事業に係る運営補助

管理課
新規

小・中学校屋内運動場設備改修工事設計業務委託料
� 　　400万円
各小・中学校の屋内運動場に空調設備等を整備するための
設計業務委託

管理課
新規

大崎町立小中学校GIGAスクール構想第２期対応端末
� 　　9,262万5千円
各小・中学校の教育環境を整備するためタブレットを更新

社会教育課
継続

総合体育館大規模改修事業
� 　　令和６年度  7億0,000万円
� 　　令和７年度  8億3,500万円
総合体育館の外構・内装・電気を改修する工事（２年目）

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額
予算額

【歳出の種類】
▪�商工費……商工業振興、観
光振興などの事業に使用
▪�民生費……福祉サービスの
提供などに使用
▪�衛生費……健康増進やリサ
イクル事業などに使用
▪�総務費……総務管理・地域
振興などに使用
▪�農林水産業費……農業・林
業・水産業振興の事業に使用
▪�教育費……学校教育や社会
教育・生涯スポーツなどに
使用
▪�公債費……町の借入金の返
済に使用
▪�消防費……防災事業や消防
団の運営などに使用
▪�土木費……道路や橋りょう
などの事業に使用
▪�議会費……議会活動や運営
に使用
▪�その他……ここでは災害復
旧費、諸支出金、予備費を
含む

【歳入の種類】
▪�町税……住民税や固定資産
税などのお金
▪�地方交付税……町の財政状
況に応じて国税の一部から
交付されるお金
▪�国庫支出金……国から支出
されるお金
▪�県支出金……鹿児島県から
支出されるお金
▪�地方譲与税……国税の一部
から一定の基準に基づき町
へ譲与されるお金
▪�繰入金……基金などからの
収入金
▪�分担金及び負担金……特定
の事業で利益を受けた人か
ら徴収したお金
▪�町債……国や銀行からの借
入金
▪�地方消費税交付金……消費
税10％のうち一定の基準
により町へ交付されるお金
▪�寄附金……ふるさと納税寄
附金など
▪�その他……使用料、手数料、
財産収入など
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2025大崎町職員人事異動
本町では、４月１日付けで職員の定期人事異動をおこないました。
令和７年度新規採用職員および令和６年度定年退職者と併せてお知らせいたします。※所属・係の異動のみ掲載いたします。

◆課長級� 　　　　（敬称略）

新　職　名 職　員　名 旧�職�名
総務課長 宮 本 修 一 教育委員会社会教育課長兼図書館長
町民課長兼野方支所長 本　松　健一郎 水道課長
税務課長 谷 迫 利 弘 町民課長兼窓口係長
農林振興課長 鎌 田 洋 一 商工観光課長
商工観光課長 上 野 明 仁 農林振興課長
水道課長 川 越 龍 一 税務課長
建設課長 美 戸 博 明 総務課課長補佐兼契約係長兼管財係長
教育委員会社会教育課長兼図書館長 西 竹 信 也 商工観光課参事兼課長補佐兼広報観光係長

◆課長補佐級
課　名 新　職　名 職　員　名 旧　職　名
総務課 参事兼課長補佐兼電算係長 福 永 浩 二 総務課　課長補佐兼電算係長

総務課 参事兼課長補佐兼
契約係長兼管財係長 溝 口 卓 也 保健福祉課　参事兼課長補佐兼社会福祉係長

総務課 課長補佐兼消防防災係長 福 岡 　 徹 社会教育課　主幹兼生涯スポーツ係長

企画政策課 課長補佐（企画・定住担当） 中 村 優 作 企画政策課　課長補佐（企画・定住担当）兼　
保健福祉課　介護福祉係長

商工観光課 課長補佐兼広報観光係長 美　𫝶　勇　作 農林振興課　課長補佐兼林務水産係長
税務課 参事兼課長補佐兼町民税係長 　坂　　　保　 税務課　課長補佐兼町民税係長
税務課 課長補佐兼滞納整理係長 新馬場　　　繁 税務課　滞納整理係長

保健福祉課 参事兼課長補佐兼社会福祉係長 中 村 健 児 農林振興課　課長補佐（農業公社担当）
保健福祉課 課長補佐兼健康増進係長 山 崎 瑞 恵 保健福祉課　健康増進係長

建設課 課長補佐兼管理係長兼
都市計画係長 穂 園 洋 幸 建設課　主幹兼建築係長兼管理係長

農林振興課 課長補佐兼林務水産係長 鶴 野 雄 司 農林振興課　主幹兼農政係長
農林振興課 課長補佐兼耕地計画係長 堂 山 雅 司 農林振興課　耕地計画係長
社会教育課 課長補佐（社会教育担当） 中水流　幸　治 社会教育課　課長補佐兼生涯学習係長

管理課 課長補佐兼学校管理係長 井　元　享一朗 管理課　学校管理係長

管理課 参事兼課長補佐兼
学校給食センター次長 楠 原 　 薫 野方支所長兼野方支所窓口係長

議会事務局 次長兼議事係長兼庶務係長 松 元 幸 紀 議会事務局　次長兼調査係長兼監査書記長

◆係長級
課　名 新　職　名 職　員　名 旧　職　名

商工観光課 商工振興係長 嶽 野 清 人 建設課　土地改良施設係長
会計課 会計係長兼用度係長 佐土原　宏　美 保健福祉課　障害福祉係長
町民課 窓口係長 川 越 　 洋 保健福祉課　介護福祉係長

保健福祉課 主幹兼障害福祉係長 西ノ園　秀　作 総務課　消防防災係長
保健福祉課 介護福祉係長 児 玉 卓 治 商工観光課　商工振興係長

建設課 建築係長 德 礼 孝 則 建設課　建築係主任
建設課 土地改良施設係長 馬 込 洋 志 建設課　土地改良施設係主任

農林振興課 農政係長 宮 下 功 大 農林振興課　営農推進係主任
管理課 主幹兼庶務係長 西　竹　きくみ 会計課　主幹兼会計係長兼用度係長

社会教育課 社会教育係長 上 床 就 路 議会事務局　議事係長兼庶務係長

広報おおさき�︱�令和７年４月号�︱�6



◆主査・主任
課　名 新　職　名 職　員　名 旧　職　名
総務課 消防防災係主任 米 永 康 平 総務課  消防防災係主任兼選挙管理委員会主任書記

総務課 秘書法制係主任兼
選挙管理委員会主任書記 西 﨑 功 祐 管理課学校管理係主任

総務課 人事給与係主任 稲　森　知奈美 教育委員会  管理課庶務係主事
企画政策課 共生協働係主任 内 村 瞭 太 企画政策課  共生協働係主事
企画政策課 企画調整係主任兼定住推進係主任 中　島　誠一良 水道課  下水道管理係主事

町民課 戸籍年金係主査 東中尾　のり子 農業委員会事務局  農地係主査
町民課 野方支所窓口係主査 垣 内 吉 郎 管理課参事兼課長補佐兼学校給食センター次長

保健福祉課 健康増進係主査 迫 田 裕 子 保健福祉課  健康増進係主任
保健福祉課 健康増進係主査 權現領　八重子 保健福祉課  国民健康保険係主査
農林振興課 農政係主任 高 辻 賢 典 総務課  人事給与係主任
農林振興課 営農推進係主任 西　堂　祐太郎 税務課  滞納整理係主事

農業委員会事務局 農地係主査 隈　本　紀代美 議会事務局  庶務係主査
管理課 庶務係主任 原 田 夢 香 管理課庶務係主事
管理課 学校管理係主任 坂ノ上　　　翼 税務課  町民税係主任
水道課 下水道管理係主任 稲 森 洋 平 保健福祉課  国民健康保険係主任

◆主事
課　名 新　職　名 職　員　名 旧　職　名
税務課 滞納整理係主事 加世田　尚　樹 町民課　窓口係主事

保健福祉課 国民健康保険係主事 坪　内　幸之介 商工観光課　広報観光係主事
保健福祉課 国民健康保険係主事 尾 﨑 結 衣 企画政策課　企画調整係主事兼定住推進係主事
保健福祉課 介護福祉係主事 福 岡 　 昴 保健福祉課　社会福祉係主事
農林振興課 営農推進係主事 春 田 勇 樹 水道課　水道庶務係主事
社会教育課 社会教育係主事 平 野 怜 央 社会教育課　生涯スポーツ係主事

◆退職
職　員　名 旧　職　名

定年退職（大崎小学校助手として再任用） 宇 都 重 敬 大崎小学校　学校助手
普通退職（議会事務局　庶務係主任として再任用） 西 　 　 ゆ か り 社会教育課　生涯学習係主幹
普通退職 中 野 伸 一 管理課参事兼課長補佐兼庶務係長
普通退職 西 丸 洋 平 建設課　技術補佐兼土木係長兼都市計画係長
任期満了（農業委員会　振興係主任として再任用更新） 濱 屋 修 二 農林振興課　営農推進係主任（再任用）
任期満了（水道課　水道工務係主任として再任用更新） 髙 田 利 郎 水道課　水道工務係主任（再任用）
任期満了

（会計課　会計係主任兼用度係主任として再任用更新） 渡 　 智 美 会計課　会計係主任兼用度係主任（再任用）

任期満了 川 畑 定 浩 農林振興課　営農推進係主任（再任用)

◆新規採用
課　名 職　名 職　員　名
税務課 町民税係主事 岩 元 か ほ
税務課 固定資産税係主事 肝 付 多 聞

農林振興課 畜産係技師 吉 松 稜 司
管理課 庶務係主事 長 友 芳 樹
水道課 水道庶務係主事 内 門 葵 衣

◆派遣職員
新　職　名 職　員　名 旧�職�名

総務課付け（ 鹿児島県庁　市町村課） 下水流　将　太 農林振興課　営農推進係主事
総務課付け（ 鹿児島県後期高齢者医療広域連合） 徳 留 大 介 税務課　固定資産税係主事

◆定年延長
新　職　名 職　員　名 旧�職�名

議会事務局　次長兼
調査係長兼監査書記長 上 橋 孝 幸 総務課長

建設課　技術補佐兼
土木係長 時 見 和 久 建設課長

建設課　
土地改良施設係主査 上 檔 勝 実 建設課　

管理係主査
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まちのニュース

NEWS T　PICS

　３月２日(日)、町中央公民館大ホールにおい
て、つなぎば主催による「地域で育む子どもの
可能性」を題材に講演会が開催されました。認定
NPO法人カタリバディレクターの瀬川知孝氏を
講師に招き、約200名の参加者に子どもの居場
所、子どもの特性や子ども基本法についてお話
しされたほか、グループワークでそれぞれ地域
の子育てマップを作成したり、無農薬野菜の販
売で楽しそうにお買い物したり、参加者は充実
した時間を過ごしました。

つなぎば

　３月３日(月)、天星酒造株式会社が手がける菱
田蒸留所のウイスキー「菱田蒸留所 ニューボー
ン プレリュード１」が完成したことを町長に報
告されました。同社は2022年に菱田蒸留所にて
ウイスキー事業を開始し、今回大隅半島で初と
なるウイスキーが完成しました。県内の酒店で
３月11日(火)から販売が開始されました。
　また、梅酒にウイスキーを少量ブレンドし、
たるで１年間香り付けしたリキュール「菱田蒸留
所梅酒バーボンカスクフィニッシュ」も同日販売
開始されました。

大隅初‼
天星酒造のウイスキー

　持留小学校の児童６名が、第61回南日本作文
コンクールにおいて学校賞を受賞したことを報
告に３月４日(火)表敬訪問されました。
　2023年度から職員全員で児童の表現力向上
に取り組んでおり、今回の受賞となりました。
こども環境大臣の体験をつづった３席の５年、 
柳原依

え
茉
ま

さんは「表彰されてうれしかった。環境
保全のためにゴミ拾いや分別や節水に取り組ん
できた。これからも続けて、イベントなどにも
参加してみたい」と話してくれました。
　受賞者は右表のとおりです。

持留小学校表敬訪問

２席 ３年 中　村　妃　那 さん

３席 ２年 柳　原　依　都 さん
５年 柳　原　依　茉 さん

入選
１年 西　竹　創志朗 さん
４年 中　山　紗　羅 さん
６年 冨　岡　さらさ さん
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　３月12日(水)、大崎中学校において「第11回
卒業式」が挙行され、卒業生98名に卒業証書が授
与されました。３年間を共にした恩師や友人と
の別れに涙する生徒もみられました。４月から
それぞれの道に向かって進む仲間にお互いエー
ルを送りました。
　３月24日(月)、町内小学校において卒業式が
挙行され100名が卒業しました。持留小学校で
は卒業生４名が将来の夢をそれぞれ述べた後、
卒業証書が授与され６年間学んだ学校や下級生
に別れを告げ旅立ちました。

小・中学校
卒業式

　３月24日(月)、教育長室において（公社）鹿児
島県交通安全協会志布志地区協会から町内の新
入学生へ、「交通安全あいうえお表・反射キーホ
ルダーセット」が105点贈呈されました。これは、
同協会が交通事故防止の啓発活動として毎年お
こなっている取り組みです。
　贈呈式で、穗園教育長は「事故に遭わないよう
に気を付け、大切に使わせてもらいます」と話し、
新入学生に配布されました。

交通安全協会寄贈

　３月９日(日)、照日神社境内において「荒佐春
祭り」が開催されました。コロナ禍の影響で５年
ぶりの開催になった昨年に引き続き今年も開催
されました。舞台では神舞保存会による神舞の
披露や、野方小５・６年生による棒踊り、カラオ
ケなどが披露され祭りを盛り上げました。
　また、同会場で剣道大会も開催され町内外か
ら参加した剣士らは、
普段とは違う慣れない
地面での試合で、白熱
した戦いを繰り広げて
いました。

荒佐春祭り
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に
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を
高
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う
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崎
町
明
る
い
選
挙
習
字
コ
ン
ク
ー
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』を

実
施
し
、
町
内
の
小
・
中
学
生（
小
学
校
３
年
生
以
上
）の
う
ち
、
２
５
７
名
の
児
童
・
生
徒
た
ち
が
選
挙
に
関
す
る
表
題

を
力
強
く
表
現
し
て
く
れ
ま
し
た
。
な
お
、
審
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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O s a k i  T o w n大崎町役場（代表） ☎099-476-1111

税務課 問�町民税係（113～ 115）

申請できる
期限

　令和７年度の納税通知書が届き次第、
令和７年６月２日（月）まで（期日厳守）
※ 申請期限後の受付はできませんので十分ご注意の上、早めの申請をお願いいたします。

また、一度減免が決定された方は申請の必要はありません。ただし、乗換えや名義変
更等があった場合は、再度申請が必要です。

受付場所 大崎町役場　税務課　町民税係

減免対象の
範囲

　身体障がい者等本人名義（知的障がい者の方、精神障がい者の方、年齢18歳
未満の身体障がい者の方は生計を一にする者の名義でもよい。）の軽自動車等で
あって、身体障がい者本人や、身体障がい者等の通院・通学・通所・生業のため
に当該身体障がい者等と生計を一にする方が運転する車。または、単身で生活
する身体障がい者等を常時介護する方が運転する車であること。
※�障がいの程度によっては減免ができない場合がありますので、あらかじめご相談ください。

減免申請に
必要な書類等

本人運転の場合

⑴ 納税通知書　または　納付書
⑵  運転免許証（本人のもの、介添え運転の場合は介添

え者のもの）
⑶  身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神
障がい者保健福祉手帳のいずれか

⑷ 車両検査証

生計同一者運転の場合
様式は税務課にて

備え付けてあります。

上記⑴～⑷までの書類に加え、以下のものが必要です。
事前に準備してください。
⑸  通院の場合……通院証明書（病院発行） 

通学の場合……通学証明書（学校発行） 
通所の場合……通所証明書（施設発行） 
生業の場合……通勤証明書（事業所発行）

常時介護者運転の
場合

⑴～⑸までの書類に加え、以下のものが必要です。
⑹ 自動車運行計画書（週３日以上の通院等）
⑺ 誓約書

その他

・ 減免される車は一人一台に限られていますので、自動車税（普通車）を減免さ
れる人は、軽自動車税の減免は受けられません。

・ 「身体障がい者等と生計を一にする者」とは、身体障がい者と日常生活の資を
共通にし、相扶けて共同の生活を営んでいる者のことをいう。

・ 「身体障がい者等を常時介護する者」とは、当該身体障がい者等が所有する自
動車を継続的（少なくとも１年以上の間）かつ日常的に（少なくとも週３日程
度以上）当該身体障がい者のために運転している（又はする見込みのある）者の
ことをいう。

■ご不明な点がありましたら役場 税務課 町民税係へお問い合わせください。

身体障がい者等の軽自動車税（種別割）の
減免申請手続きについて
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O s a k i  T o w n大崎町役場（代表） ☎099-476-1111

問�町民税係（113～ 115）税務課
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まちからの大切なお知らせI n f o r m a t i o n

　令和６年４月から帯状疱疹の発症予防及び重症化予防を目的として、帯状疱疹ワクチンの任意接種
費用の一部助成をおこなっています。国は令和７年４月から65歳以上の5歳刻みの方を対象に接種を
開始しました。大崎町は、国より早く、また対象者の年齢層も広げて助成をおこなっています。

⃝帯状疱疹になったら
　 　帯状疱疹の治療は、早めにウイルスの増殖や痛みを抑えることが何よりも重要です。じっとして

いても痛い、原因のわからない痛みが体の片側に起こり、そこに発疹が出たら帯状疱疹が疑われま
す。発症早期に治療を開始するほど効果が期待できますので、症状を自覚したら早めに医療機関を
受診しましょう。

⃝帯状疱疹にならないために
　 　帯状疱疹の予防には、規則正しい生活習慣や適度な運動など、日頃から体調管理を心がけ、免疫

機能が低下しないようにすることが大切です。その他に予防接種を受けることができます。
　※予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありません。

⃝助成対象者
　　接種日において、大崎町に住所を有する満50歳以上の方。
　※同様の接種費用の助成を受けたことがある方は、助成の対象外です。

帯状疱疹とは
　帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。水ぼうそうが治った後
も、ウイルスは体内（神経節）に潜伏していて、過労やストレスなどで免疫機能が低下する
と、ウイルスが再び活性化して、帯状疱疹を発症します。発症すると、皮膚の症状だけでなく、
神経にも炎症を起こし、痛みがあらわれます。50歳代から発症率が高くなり、80歳までに
約３人に１人が発症するといわれています。
　帯状疱疹の合併症として、皮膚症状が治った後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛（PHN）」
があり、50歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち、約２割がPHNになるといわれています。

令和７年度も帯状疱疹ワクチンの接種費用を助成します

出典： 「グラクソ・スミスクライン株式会社(帯状疱疹予防.JP)」
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O s a k i  T o w n大崎町役場（代表） ☎099-476-1111

保健福祉課 問�健康増進係（134～ 136）

⃝助成内容
　 　帯状疱疹の予防接種として、「生ワクチン」と「不活化ワクチン」の２種類のワクチンが使われてい

ます。どちらか一方のワクチンを選択して、既定の回数の接種を受けてください。取扱いワクチン
や接種料金は、医療機関により異なります

生ワクチン
（乾燥弱毒生水痘ワクチン）

不活化ワクチン
（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン）

助成回数 １回のみ ２回まで

助成上限額 4,000円/回
※接種費用が4,000円未満の場合はその額

10,000円/回
※接種費用が10,000円未満の場合はその額

接種回数 １回（皮下接種） ２か月間隔で２回（筋肉内接種）

接種料金
１回当たり、
7,000円～ 10,000円程度

１回当たり、
20,000円～ 25,000円程度

予防効果 約50％～ 60％ 約90％

免疫持続効果 約５年 約10年

主な副反応

・ 副反応の発症率は、不活化ワクチン
より低い

・ 注射部位の痛み、腫れ、赤み、倦怠
感など

・ 副反応の発症率が高い
・ 注射部位の痛み、腫れ、赤み、倦怠感、

頭痛、発熱など

注意点

・ 他の生ワクチンとは、接種前後27日
以上の間隔が必要です。

・ 免疫不全、免疫抑制状態、妊娠中の
方は、接種できません。

・ １回目と２回目の接種間隔が６か月
を超えた場合は、助成の対象となり
ません。

⃝助成を受けるには
　 　予防接種の助成を受けるには、予診票の発行申込みが必要です。医療機関へ予約をする前に必ず

以下のいずれかの方法で申込んでください。

　⑴ WEB：右記ＱＲコードから、お申し込みください。
　⑵ 窓口　　
　⑶ 電話　　
　⑷  郵送：申請書はホームページからダウンロードし、郵送してください。 

お申し込み先　〒899-7305　大崎町假宿1029番地　大崎町役場 保健福祉課 健康増進係

⃝医療機関
　県内医師会に加入している協力医療機関で接種できます。それ以外の医療機関で接種された場合は、
償還払いの手続きが必要となります。

「住所・氏名・生年月日・連絡先・希望するワクチンの種類」を
お伝えください。 WEB申請は

こちらから
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まちからの大切なお知らせI n f o r m a t i o n

令和７年度も�温泉保養施設利用券、 
はり・きゅう受診券を発行します

問�健康増進係（134～ 136）保健福祉課

●温泉保養施設利用券
市町村名 対象施設 対象者 実施方法

大崎町
篠段温泉　寿湯 大崎町民で以下のいずれかに該当する方

① 65歳以上の方
②  身体障害者手帳の交付を受けて

いる方で、保養を要することが
適当と認められる方

③  障がいのある方を介助する方  
（発行できる障がいの範囲に限りがあ
ります。券を使用する障がいのある方
を介助する場合のみ、使用できます）

１年度当たり
200円×40枚の
助成券を発行

・町内外共通券
　200円×20枚

・町内限定券
　200円×20枚

セントロランド　あすぱる大崎

志布志市
国民宿舎　ボルベリアダグリ
蓬の郷

曽於市 大隅弥五郎伝説の里
鹿屋市 串良さくら温泉
肝付町 高山温泉ドーム

●はり・きゅう受診券 ※保険給付（療養費）との併用はできません。

市町村名 対象施設 対象者・対象施術 実施方法

大崎町

寺園鍼灸院 【対象者】
年齢に関係なく、町内に住所を
有している方

【対象施術】
肩痛・腰痛等の末しょう神経疾
患および運動器疾患

1年度当たり
500円×10枚の
助成券を発行

さるびあ（はり灸接骨院）
みなみ鍼灸院
良徳はり・灸・整骨院
中西整骨鍼灸院

志布志市 八代鍼灸院

【発行窓口】
　・保健福祉課　健康増進係　　・野方支所
【申請に必要なもの】
　 本人確認書類（マイナンバーカード、運転免

許証、健康保険証など）
※ 同世帯の方の代理申請の場合：窓口に来られる方

の本人確認書類
※ 別世帯の方の代理申請の場合：券を発行する対象

者の本人確認書類

【注意点】
・１回の利用につき、１枚しか使用できません。
・交付を受けた本人以外は使用できません。
・券を紛失した場合は、再発行できません。
・ 令和７年度の券の有効期限は、令和８年３月

31日までです。

保健福祉課 問�障害福祉係（141）

　４月から特別障害者手当、障害児福祉手当および経過的福祉手当の手当額が改正されます。

特別障害者手当等の手当額改定のお知らせ
特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当

令和６年度（令和７年３月分まで） 28,840円 15,690円 15,690円
令和７年度（令和７年４月分から） 29,590円 16,100円 16,100円
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O s a k i  T o w n大崎町役場（代表） ☎099-476-1111

保健福祉課 問�健康増進係（134～ 136）

　大崎町では地域の医療体制を確保するため、町内で医療活動を
おこなおうとする医師・医療法人等を支援します！

医療確保プロジェクトのご案内
第２弾

内科を掲げる診療
所

（医師の専門科
は問いません）

医師の皆さま
大崎町民が安心して暮らせるまちづくり
にご協力お願いします。
私たちも地域医療を支えてくださる医師
の皆さまを全力で応援します。
まずはご相談ください！

大崎町医療確保
プロジェクト

HPのQRコードです

プロジェクトの概要
補助金名 対象 内容 　�上限額

開業医支援
事業補助金

町内に診療所等を新
規に開業又は既存診
療所を承継して開設
する方

開設に必要な経費を支援（土
地・建物・医療機器の取得費
や賃借料、固定資産税など）

＝
最大

２億円
サテライト
診療所設置
運営等支援
事業補助金

町内にサテライト・分
院により診療所を開
設する医療法人等

設置費用及び運営費を支援
（土地・建物・医療機器等の取
得費や賃借料、開設にかかる
運営費など）

＝
最大

２億円

令和６年度から
更に１億円
増額！

令和７年度からの新規事業

【助成までのステップ】

１ まずはご相談ください。
助成内容・応募期間の説明、町を案内します。

２ 応募期間内に「事前申込書」を提出してください。
※複数の応募がある場合、適正数を確保するため、一部情報共有いたします。

３ 予定者を選定するための事前審査会を開催し、
予定者を決定します。

４ 開業するための準備をしましょう。
医療コンサルタントなどに相談

以降は、完成・診療開始まで、伴奏型相談で支援します。

応募については
改めて周知
いたします！
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まちからの大切なお知らせI n f o r m a t i o n

保健福祉課 問�こども家庭係（138・139）

児童扶養手当のご案内
　児童扶養手当とは、父親または母親がいない家庭や父親（母親）が一定の障がいの状態にある家庭
などの児童を監護している母（父）、または母（父）に代わってその児童を養育している人に対して支
給される手当です。

◆目的　 父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭（ひとり親家
庭）の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。

◆受給資格
　手当を受けることができる人は、右の①～
⑨のいずれかにあてはまる「18歳に達する日
以後の最初の３月31日までの間にある児童

（または、20歳未満で政令で定める程度の障が
いの状態にある児童）」を監護している父母ま
たは、父母に代わってその児童を養育してい
る人です。いずれの場合も、国籍は問いません。
現在所得が一定額以上ある場合でも受給資格
認定の請求手続きをおこなってください。

〔次のような場合は、手当は支給されません〕

◆手続き　 手当を受けるには、役場保健福祉課で、次の書類を添え、請求の手続きをしてください。 
①請求者と対象児童の戸籍謄本１通　　②請求者と対象児童のマイナンバー  
③その他必要書類（支給要件の事由により添付書類は異なります）

◆手当の額（１か月あたり）　　　　
　所得額および児童数により、手当額は異なります。

◆�現況届　 毎年８月に受給資格者全員が、現況届を提出する必要があります。届を提出しないと、
その後の手当を受けることができません。

◆�所得による支給の制限
　前年の所得により手当の全部または一部が支給されないことがあります。

令和７年４月から

児童が、次の１～４にあてはまるとき
１ 日本国内に住所を有していないとき。

２ 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。

３  児童福祉施設など（母子生活支援施設、保育所、通所施
設を除く）に入所しているとき。

４  父（母）が婚姻（事実婚関係も含む）しているとき。（ただ
し、配偶者が政令で定める程度の障がいの状態にあると
きは除きます）

養育者が、次の１、２にあてはまるとき
１ 日本国内に住所を有していないとき。

２  公的年金給付（老齢福祉年金は除きます）を
受給できるとき。（ただし、その全額につき
その支給が停止されているときは除きます）

区　　分 手当の全額を受給できる人（月額） 手当の一部を受給できる人（月額）

児童１人のとき 46,690円 46,680円～ 11,010円

児童２人目以降（１人につき） 11,030円 11,020円～ 5,520円

① 父母が婚姻を解消した児童
② 父（母）が死亡した児童
③  父（母）が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
④ 父（母）の生死が明らかでない児童
⑤ 父（母）から引き続き１年以上遺棄されている児童
⑥ 父（母）が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
⑦  父（母）が法令により引き続き１年以上拘禁されている

児童
⑧ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑨その他①～⑧に該当するか明らかでない児童
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特別児童扶養手当のご案内
保健福祉課 問�こども家庭係（138・139）

　特別児童扶養手当とは、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある20歳未満の児童に
対して支給される手当です。

◆目的
　 　身体または精神に重度または中度以上の障がいのある20歳未満の児童（「障がい児」）に対してこ

の手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。  
※「障がい児」＝法に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者。

◆受給資格
　 　手当を受けることができる人は、「障がい児」を監護する父もしくは母（父および母が監護すると

きは所得の多い人）または父母にかわって児童を養育している人に対して支給されます。  
　いずれの場合も、国籍は問いません。

〔次のような場合は、手当は支給されません〕

◆手続き
　 手当を受けるには、役場保健福祉課で、次の書類を添え、請求の手続きをしてください。  

① 請求者と対象児童の戸籍謄本１通  
② 請求者と対象児童のマイナンバー  
③ 所定の診断書等（障がいの種類により診断書は異なります。）  
④ その他必要書類

◆手当の金額（１か月あたり）　　　　

１級該当のとき
１人　56,800円
２人以上は、１人のときの手当額×障がい児数

２級該当のとき　
１人　37,830円
２人以上は、１人のときの手当額×障がい児数

◆所得状況届
　 　毎年８月に受給資格者全員が、所得状況届を提出する必要があります。届を提出しないと、その

後の手当を受けることができません。

◆所得による支給の制限
　前年の所得により手当の全部が支給されないことがあります。

令和７年４月から

児童が、次の１～３にあてはまるとき
１ 日本国内に住所を有していないとき。
２  児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
３  児童福祉施設など（保育所、通所施設を除く）に入所しているとき。

父または母
もしくは養育者が、
日本国内に

住所を有していないとき。
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～こどもまんなか　児童福祉週間～

　こどもや家庭、こどもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年５月を「春の
こどもまんなか月間」とし、５日の「こどもの日」から１週間を「こどもまんなか　児童福祉週間」と定
めています。この期間中は、児童福祉の理念を広く普及・啓発するため、こども家庭庁を中心に、さ
まざまな事業や行事をおこなっています。
　児童福祉の理念を広く啓発する標語を全国から募集し、有識者等で構成される標語選定委員会によ
る選考の結果、以下の作品が令和６年度「こどもまんなか　児童福祉週間」の標語と決定されました。

最優秀作品 いつだって�まんまるまんなか�こどもたち （村田　六花　18歳　兵庫県）

入選作品

とびだそう�みんなとちがう�じぶん色 （森本　紗羽　14歳　兵庫県）
かのうせい�いっぱいもってる�ちいさなて （福岡　博美　62歳　愛知県）
大丈夫�未来のわたしへ�おまじない （松本　柚來　９歳　茨城県）
語り合う�みんなの夢と�かがやく未来 （山田　睦月　10歳　千葉県）
無限大�やることたくさん�探して見つけよう （中西　翔　17歳　兵庫県）
ワクワクする�未来に向けて�スタートダッシュ （末村　弥来　17歳　兵庫県）
これ何？�から始まる�好きなこと （吉村　翼　17歳　兵庫県）
きみのまま�ありのままで�だいじょうぶ （宮下　瑛奈　17歳　兵庫県）
小さくても�一人ひとり�想いをもってる�こどもたち （堤　雄馬　34歳　滋賀県）

問�こども家庭係（138・139）保健福祉課

集団健診の予約はお済みですか？
　集団健診は完全予約制です。予約がお済みでない方は、4月15日（火）～ 4月25日（金）の期間に保
健福祉課国民健康保険係・健康増進係までご予約ください。近年の日本では、2人に1人が「がん」にか
かると言われており、日本人の死因第一位です。また、本町の国民健康保険医療費・後期高齢者医療
費は全国平均より7万円以上高額となっており、高血圧や糖尿病から重症化している実態があります。
早期発見のためには、毎年健診を受けることが大切です。ぜひ年に一度の健診を受けましょう。

【無料で受けられる健診があります。】
　特定健診（身体計測、血液・尿検査、心電図など）
は、通常1万円程度の費用がかかりますが、この機
会を利用すれば、無料で受診することができます。
　また、生活保護世帯・非課税世帯の方は、肺が
ん・胃がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診も
無料で受けることができます。健診前日までに健
康増進係か野方支所または右記の
二次元コードで減免申請をしてく
ださい。

健診実施日 曜日 会場 健診機関

６
月

4日 水 大丸改善センター

厚生連
5日 木 菱田改善センター
6日 金 保健センター
7日 土 保健センター
8日 日 保健センター

11日 水 持留改善センター

日本健康
倶
く ら ぶ

楽部

12日 木 野方改善センター
13日 金 中沖地区公民館
14日 土 保健センター
15日 日 保健センター

※ 予約枠には限りがありますので、お早めにお申し込
みください。

問�国民健康保険係（131～ 133）／健康増進係（134～ 136）保健福祉課 健康かわら版
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　人間ドックを受診された方について、次の条件を満たす場合は、申
請することで助成金が支給されます。また、申請された方は今年度の
特定健診（長寿健診）を受診したこととなります。

国保へ加入・やめるときは必ず届け出を！
問�国民健康保険係（131～ 133）保健福祉課

　国保（国民健康保険）に加入するとき、やめるときなどには14日以内に国保の窓口に届け出が必要
です。健康保険は自動で切り替わるものではなく、その都度、届け出が必要なものです。お忘れにな
らないようご注意ください。

国保に加入するとき 国保をやめるとき
届け出に必要なもの 届け出に必要なもの

他の市町村からの転入★ ・他の市町村の転出証明書 他の市町村への転出★ ・国保被保険者証※
職場の健康保険を 
やめたとき

・ 離職票　または 
資格喪失通知書

職場の健康保険に 
加入したとき ・�職場の健康被保険証�

または資格取得通知書
・国保被保険者証※家族の健康保険の 

扶養から外れたとき ・資格喪失通知書 家族の健康保険の 
扶養に入ったとき

子どもが産まれたとき★ ・母子手帳 国保被保険者が 
亡くなったとき★

・死亡を証明するもの
・国保被保険者証※

生活保護が 
廃止されたとき ・生活保護廃止決定通知書 生活保護が 

開始されたとき
・生活保護開始決定通知書
・国保被保険者証※

その他に届け出が必要なとき
届け出に必要なもの

同じ町内で住所が 
変わったとき★

・国保被保険者証※世帯主や氏名が 
変わったとき★
世帯を分けた、または 
一緒になったとき★
修学のため、別に住所
を定めるとき★●

・在学証明書
・国保被保険者証※

　　　　　【すべての手続きで必要なもの】
　　　　　・�マイナンバーカード
★ 印が付いたものについては、町民課への届け出が

完了してから国民健康保険係へお越しください。
● 修学のため転出する場合は、国保に届け出をし

ないと保険証が使えなくなります。修学を終え
たときも、忘れずに届け出てください。

※ 国保被保険者証の有効期限が切れた後は、「マイナ
保険証」または「資格確認書」のどちらかが必要で
す。（「マイナ保険証」とはマイナンバーカードを保険
証として利用する登録が済んだものを指します。）

注意

人間ドックを受診された方へ（国民健康保険・後期高齢者医療）

問�国民健康保険係（131～ 133）保健福祉課

□ 診断結果表　□ 領収書　
□ 【国民健康保険の方】 
①世帯主名義の通帳 
② 世帯主のマイナンバーカード等※

□ 【後期高齢者医療の方】 
①受診者名義の通帳 
② 受診者のマイナンバーカード等※

〔その他〕  
※印は「書かない窓口」で使用
し、申請書作成の負担を軽減
できます。（無くても申請でき
ます。）

申請に必要なもの

対象となる健診 令和７年度受診の人間ドック、脳ドックまたはＰＥＴがん検診

助成金額 自己負担額の２分の１ ただし、 １日ドックは上限２万円 
２日ドックは上限３万円

助成対象者 ・30歳以上の国民健康保険被保険者
・後期高齢者医療被保険者

支給の条件
１被保険者で年１回。ただし、次の条件を満たしていること。
□  令和７年度に特定健診・長寿健診を受診していない
□  令和６年度以前の国保税・後期高齢者医療保険料の未納がない
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保健福祉課 問�介護福祉係（145）

高齢者元気度アップ・ポイント事業について
　本事業は高齢者の健康づくりや社会参加を促進し、健康維持や介護予防への取り組みを図ることを
目的としています。対象となる活動に参加するとポイントシールがもらえ、貯まったポイントは大崎
町商工会の商品券に交換できます。
　
■��対象者� �

大崎町に居住する65歳以上の方
■�対象事業

ポイント数 対象活動

各５ポイント
特定健診及びがん検診　※町が実施する集団検診が対象
認知症サポーター養成講座

１回２ポイント
（各事業上限15ポイント）

①ふれあい・いきいきサロン
②いきいきクラブ
③マスターズプロジェクト推進事業
④音薬体操

　  ※複数の活動に参加可能。
■��対象期間� �

令和７年４月１日から令和８年１月31日
■��活動参加登録� �

　申請書を保健福祉課介護福祉係(⑥番窓口)または野方支所へ提出。ポイントカードが発行され
ます。上記に記載されている対象活動①から④については、代表者が各自の申請書を取りまとめ
て介護福祉係に提出することもできます。

■��ポイントの交換� �
　活動実績に応じてシールを交付します。５ポイントから500円の商品券１枚に交換。各事業ご
との上限は15ポイントで、年間の交換上限は30ポイントとなります。

　  【ポイント交換例】… 10ポイント（1,000円分の商品券）  
27ポイント（2,500円分の商品券）　  
※介護保険料の未納・滞納がある場合、商品券は交付できません。  
※残ったポイントは次年度に繰越できません。

※ 500円単位で交換し、 
端数は切り捨て

令和７年度からの変更点
・ポイント交換は令和８年２月下旬の１回とします。詳細な日程は再度広報紙等で周知します。
・ ６月と10月、町が実施する集団検診時に活動参加登録はおこないません。他の対象活動で

登録をおこなっていない場合、２月下旬に実施するポイント交換時に申請書を記入しても
らい、商品券を交付します。

・ウォーキングアプリでのポイント付与はおこないません。
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企画政策課 問�共生協働係（224）

　３月６日（木）に町の出前講座として大崎小学校の３年
生の皆さんと「異文化交流会」をおこないました。児童の
皆さんからは国際交流員に町内のお店や歴史、魅力など
を紹介してもらい、国際交流員からは母国の文化や踊り
などを紹介し、地域の魅力を再発見するとともに、お互
いの文化について楽しく学び合う場となりました。

国際交流員による講座のご紹介
～大崎小学校３年生の皆さんと～

町では引き続き国際交流員による出前講座を受け付けております。実施を希望される場合は、
お電話か二次元コードよりお申し込みください。

【対　象】学校・自治公民館などが主催する講座
【日　時】平日10時から16時までの間で１時間程度
【内　容】ベトナム・ミャンマーの文化や生活習慣の紹介など、ご相談ください。

タクシー利用券を交付します

企画政策課 問�企画調整係（222・223）

　高齢者や重度の身体障がい等で、移動が困難な方にタクシー利用券を交付することにより、料金の
一部を助成します。

事業名 大崎町おでかけタクシー利用助成事業

補助対象要件

自動車等運転免許証がなく、下記のいずれかに該当する町民
①�75歳以上の方　　　②�介護保険の要介護度が１以上の方
③��下記の手帳をお持ちの方�

・身体障害者手帳（軽自動車税の減免資格を有する方）　 
・療育（A1またはA2）手帳　　・精神障害者保健福祉（１級）手帳　

申請の流れ

補助対象者または
代理の方が右記
身分証明書をお持
ちの上、企画政策
課にて申請してく
ださい。

＜補助対象要件①に該当する方＞
・身分証明書（生年月日が分かるもの）
＜補助対象要件②または③に該当する方＞
・ 障害者手帳や介護保険証等、該当する要件を証明するもの
※ 代理申請の場合は上記と併せて代理申請者の身分証明書をお持ちください。

助成内容 対象者１人当たり利用券72枚（1枚500円、36,000円分）を交付します。
※年度途中で対象要件を満たすこととなった場合は月割りで交付します。

利用券を使用できる
タクシー事業者 ・株式会社野方タクシー　・有限会社大隅観光タクシー（みなとタクシー）

注意事項 ・利用券の再発行はできません。　・利用期限は令和８年３月31日までです。
・対象者以外の方は使用できません。（対象者以外の方の同乗は可能）
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環境政策課 問�環境衛生係（161・162）

　野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染、火災の原因となるため、周辺住
民に迷惑となります。
　また燃やすものによっては有害物質を発生させる恐れもあり、人の健
康や環境に悪影響を及ぼしかねません。
　野焼きをおこない火災が発生すると、重大過失になる場合もあります。
　「煙」は人によって感じ方が違います。火災予防や周辺住民への配慮と
して最低限のマナーを守りましょう。

野焼きとは？
　家庭や事業所などから出たごみを法で定められた基準を満たしていない
焼却炉（地面、ドラム缶、ブロック囲い、素掘り穴など）で燃やすことを「野
焼き」と言います。

ごみは燃やさずに
適正に処分
しましょう

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野焼き（焼却処分）は一部
の例外を除き、禁止されています。家庭ごみは、野焼きをせずに廃棄物の
種類に応じて、「資源ごみ」「一般ごみ」「粗大ごみ」などに分別して適正に町
のごみ収集所に出してください。

野焼きの罰則 　野焼きをした人には５年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金（法
人は３億円以下の罰金）、または両方が科せられます。（廃掃法第25条）

野焼きは法律で禁止されています

町民課 問�戸籍年金係（125～ 128）

パスポートの申請がオンラインでできます
　令和６年11月１日から有効期限内のパスポートの更新について、オンラ
イン申請が始まりましたが、令和７年３月24日からパスポートの新規申請
や有効期限が到達したパスポートの更新等についても、マイナンバーカー
ドを使って、マイナポータルサイトからオンラインでできるようになりま
した。
　オンライン申請をおこなうと、これまで申請時と、受け取り時の２回窓
口に来ていただく必要がありましたが、申請時はオンラインでできるので、
受け取り時の1回で済むようになります。なお、これまで通り紙での申請も引き続きできますのでご
安心ください。詳しくは、下記サイトや町のホームページをご覧ください。

パスポートのオンライン申請に
ついて（鹿児島県HP）

マイナポータルサイトは
こちらから

町ホームページは
こちらから

※イメージ
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１．保険料の料金　（国民年金保険料は全国一律の金額です）
　　国民年金保険料が４月分から変更となります

２．納付方法
　 　年金機構から送付される納付書を使い、各窓口（金融機関、郵便局、コンビニ）やATMで納める

方法以外に以下の方法があります。

① 口座振替 通帳から定期的に納付します

② クレジットカード納付 クレジットカードから定期的に納付
します

③ 電子（キャッシュレス）決済 納付書を使い、携帯の決済アプリで
納付します

④ 電子納付（ペイジー） ネットバンキング等で納付ができます
（金融機関と契約が必要）

納付期限は、納付対象月の翌月末日です。（４月分の保険料は５月末が納付期限）

【令和７年度国民年金保険料の早割・前納による保険料の料金と割引額】

通　常
早割※（割引額） 前納（割引額）
前月納付 ６カ月 １年 ２年

現金納付 17,510円 ― 104,210円
（850円）

206,390円
（3,730円）

409,490円
（15,670円）

口座振替 17,510円 17,450円
（60円）

103,870円
（1,190円）

205,720円
（4,400円）

408,150円
（17,010円）

クレジットカード 17,510円 ― 104,210円
（850円）

206,390円
（3,730円）

409,490円
（15,670円）

　※ 早割は当月分を通常の納付期限の翌月末ではなく、当月末に口座振替するもので、口座振替の場
合のみ利用でき、１年間では720円の割引となります。

　※申込時期に応じて割引額は変わります。上記は４月分から割引が適用された場合の額です。

令和７年度の国民年金保険料のお知らせ

問�戸籍年金係（125～ 128）町民課

　前納制度を利用する場合は、事前に手続きが必要です。ご希望の方は、年金事務所または役場
年金係でお申し込みください。また、保険料の納付が経済的に困難な方については、納付猶予・
免除制度がありますのでご相談ください。

【お問い合わせ先】　 ○鹿屋年金事務所　☎0994-42-5121（音声ダイヤル②を押した後、②）

令和６年度 ▶ 令和７年度

月額　16,980円 月額　17,510円

前払いすると保険料が
割引されます！
� （早割・前納）
さらに、口座振替やクレ
ジットカード納付で前納
を利用することで、納め
忘れを防ぐことができ、
割引額も多くなります。
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まちからの大切なお知らせI n f o r m a t i o n

１　監査の対象　　 ⑴　財務に関する事務の執行  
⑵　経営に係る事業の管理  
⑶　備品の管理状況

２　実施日程
　　 　令和７年１月８日から２月12日まで、町長部局、議会、

教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、水道事業につ
いて実施した。

３　監査結果及び意見
　　⑴　 財務に関する事務の執行について  

　令和６年度の事務事業が、経済的、効率的に実施されているかを主眼とし、法令及び条例
等の定めに従って事務処理がなされているかを監査した。  
　監査の結果、各会計とも予算の効率的執行により計画された事務事業については、所期の
目的を達成しており、健全な財政運営がなされていると認められる。  
　工事請負費等については、抽出により現場監査を実施したが、設計書に基づき適正な工事
執行がなされていると認められた。

　　⑵　 経営に係る事業の管理について  
　水道事業（上水道及び公共下水道）の経営については、健全経営がなされていると認められる。 
　今後も、なお一層の経営合理化を図りながら、上水道においては「安心・安全でおいしい水」
の安定供給に最善の企業努力をされたい。

　　⑶　 備品の管理状況について  
　令和５年度に購入した備品について、現物確認と管理利用状況を監査した結果、全般的に
よく管理運用がなされていた。備品は町の財産でもあるので、現物を常に把握し、有効利用
すると共に不用な物は廃棄処理をおこなうなど、今後も適正な管理に努められたい。

　　⑷　 その他  
　事務処理において、伝票や契約書等の書類で不備が見受けられたものについては、その都
度指摘した。指摘された事項については厳重に注意を払い、今後の事務処理において十分に
留意されたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和  ７年 ３月 ３日 
 
大崎町監査委員　　遠　矢　　　忠 
　　　同　　　　　宮　本　昭　一

　地方自治法第１９９条第１項及び第４項並びに大崎町監査委員条例第４条の規定に基づき、令和６
年度会計に係る定例監査を実施したので、その結果を同法第１９９条第９項並びに同条例第８条の規
定により、次のとおり公表します。

監査の様子
【中央分団詰所災害復旧工事】

監査の様子
【町総合体育館大規模改修工事】

令和６年度定例監査の結果を公表します

問�（330）大崎町監査委員室
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O s a k i  T o w n大崎町役場（代表） ☎099-476-1111

総務課 問�消防防災係（212・213）

　大崎町は自衛隊に対し、法令等に基づき自衛官及び自衛官候補生の募集対象者となる方の情報を提
供しておりますが、自衛隊への情報提供を望まない方は、本人または保護者などから除外申請をおこ
なっていただくことで、自衛隊へ提供する募集対象者から除外します。

除外申請書
対象者

　大崎町に住所登録がある方（日本人住民に限る。）のうち、以下の条件に該当する方
・令和７年度（令和７年４月～令和８年３月）に18歳になる者
　※平成19年４月２日～平成20年４月１日生まれの男子及び女子
・令和７年度（令和７年４月～令和８年３月）に22歳になる者
　※平成15年４月２日～平成16年４月１日生まれの男子及び女子

申請期間
令和７年３月１日～令和７年５月31日
※窓口に直接提出する場合は、土日祝日を除く
※郵送の場合は、令和７年５月31日までに必着
※申し込みフォームの場合は、令和７年５月31日までに入力

提出先

窓口に直接提出する場合 大崎町役場総務課消防防災係

郵送する場合
〒899-7305　鹿児島県曽於郡大崎町假宿1029番地
大崎町役場総務課消防防災係あてに郵送してください。

申し込みフォームで
申請する場合

　対象者本人が申請する場合、以下のＵＲＬ若しくはＱＲ
コードからパソコンやスマートフォンで手続きできます。 
本人確認書類の画像を添付し、申請してください。
※ 本人確認書類… マイナンバーカード（写真面）、旅券、 

運転免許証、学生証　等

【申し込みフォームはこちら】　
→　https://shinsei.pref.kagoshima.jp/wTO1vztv

【ＱＲコードはこちら】　→　　　

提出書類
　　

対象者本人が
申請する場合

①除外申請書※1

②対象者本人確認書類

対象者の法定代理人
（保護者など）が

申請する場合

①除外申請書※1

②対象者本人確認書類
③法定代理人の本人確認書類
④対象者と法定代理人との関係がわかる書類

法定代理人以外の
代理人が申請する

場合

①除外申請書※1

②対象者本人確認書類
③代理人の本人確認書類
④対象者本人からの委任状※2

※１及び※2は総務課で用意しております。また、町ＨＰにも
掲載しております。

窓口に直接
提出又は

郵送する場合

令和７年度自衛官等募集対象者からの除外申請について
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詳細については自衛官募集ホームページもしくは 
鹿児島地方協力本部大隅地域事務所(☎099-482-1405)にご確認ください。

種　　目 資　　格 受付期間 試験期日

幹
部
候
補
生

大卒程度
試験

一般
・�22歳以上26歳未満の者�
（20歳以上22歳未満の者は大卒（見込含）、修士課程修了者等（見込含）は28歳未満の者） ①４月23日～６月６日

②�（一般）�
（陸海）�９月１日～ 26日�
（空）　�９月８日～ 26日

①�【１次】�６月14日�
【２次】�７月26日～８月１日
②�【１次】�10月11日�
【２次】�11月15日～ 18日

飛行（海・空）
専門（陸）

院卒者
試験

一般
・20歳以上28歳未満の者
・修士課程修了者等（見込含）飛行（空）

専門（陸）
歯科・薬剤科 ・専門の大卒（見込含）　・20歳以上30歳未満の者（薬剤科は20歳以上28歳未満の者） ①�【１次】�６月14日�／�【２次】�７月26日～８月１日

幹部候補曹 ・20歳以上33歳未満の者
①４月23日～６月６日
②�（陸海）�９月１日～ 26日�
（空）　�９月８日～ 26日

①�【１次】�６月14日�／�【２次】�７月26日～８月１日
②�【１次】�10月11日�／�【２次】�11月15日～ 18日

医科・歯科幹部 ・医師・歯科医師の免許取得者 ①２月１日～５月22日
②７月29日～ 10月23日

①６月20日
②11月14日

キャリア採用幹部 ・�大卒以上の者で、応募資格に定められた学部・専攻学科等を卒業後、２年
以上の業務経験のある者

①３月１日～５月16日
②（陸空）�８月１日～ 10月10日

①（陸）�６月９日�／�（海）�６月13日�／�（空）�６月10日～ 12日
②（陸）�10月31日�／�（空）�11月４日～６日

技術曹 ・20歳以上の者で国家免許資格取得者等
①３月１日～５月16日
②�（海）�８月１日～ 10月10日�
（空）�９月16日～ 11月14日

①（陸）�６月９日�／�（海）�６月16日�／�（空）�６月10日～ 12日
②（海）�11月10日�／�（空）�12月３日～５日

航空学生 ・海：18歳以上23歳未満の者（高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含））
・空：18歳以上24歳未満の者（高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）） ７月１日～８月29日 【１次】�①�９月20日�／�②�９月27日�／�【２次】�10月16日～ 23日

【３次】��（海）11月21日～ 12月17日�／�（空）11月15日～ 12月18日

一般曹候補生 ・�18歳以上33歳未満の者�
（32歳の者は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない者）

①３月１日～５月７日
②７月１日～９月２日
③９月16日～ 11月21日

①【１次】�５月17日～ 25日�／�【２次】�６月14日～ 29日
②【１次】�９月13日～ 21日�／�【２次】�10月11日～ 26日
③【１次】�11月29日～ 12月４日�／�【２次】�令和８年１月６日～ 13日
※いずれか１日を指定されます。

自衛官候補生 ・�18歳以上33歳未満の者�
（32歳の者は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない者）

①３月１日～５月29日
以降、年間を通じておこなっております。

受付時又は各自衛隊地方協力本部のホームページにてお知らせし
ます。

防衛大学校
学生

推薦
・18歳以上21歳未満の者
・�高卒（見込含）又は高専３年次修了（見込含）で成績優秀かつ生徒会活動等
に顕著な実績を修め、学校長が推薦できる者 ９月５日～９日

９月20日・21日

総合選抜
・18歳以上21歳未満の者（自衛官は23歳未満）
・高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）

【１次】�９月20日�／�【２次】�10月25日・26日

一般 ７月１日～ 10月16日 【１次】�11月１日�／�【２次】�11月29日～ 12月３日
※いずれか１日を指定されます。

防衛医科大学校医学科学生 ・18歳以上21歳未満の者
・高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含） ７月１日～ 10月８日 【１次】�10月25日�／�【２次】�12月17日～ 19日

※いずれか１日を指定されます。
防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

・18歳以上21歳未満の者
・高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含） ７月１日～ 10月３日 【１次】�10月18日�／�【２次】�12月６日・７日

※いずれか１日を指定されます。

陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

推薦 ・�男子で中卒（見込含）17歳未満の成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績
を修め、学校長が推薦できる者 10月１日～ 11月28日 令和８年１月10日～ 12日

※いずれか１日を指定されます。

一般 ・男子で中卒（見込含）17歳未満の者 10月１日～令和８年１月15日 【１次】�令和８年１月24日・25日�／�【２次】�令和８年２月12日～ 15日
※いずれか１日を指定されます。

自衛隊奨学生 ・�大学、大学院、高等専門学校等で理学、工学、文学又は法学を専攻しており、
正規の課程を修了する年の４月１日現在26歳未満（大学院在学者は28歳未満）

①６月３日～ 10月10日
②12月１日～令和８年１月30日

①11月８日・９日
②令和８年２月21日

予備自衛官補
一般 ・18歳以上52歳未満の者

５月24日～９月11日 ９月13日～ 29日
※いずれか１日を指定されます。技能 ・18歳以上で国家免許資格等を有する者（資格により年齢上限は53歳未満～55歳未満）

広報おおさき�︱�令和７年４月号�︱�28



令和７年度自衛官等採用案内
種　　目 資　　格 受付期間 試験期日

幹
部
候
補
生

大卒程度
試験

一般
・�22歳以上26歳未満の者�
（20歳以上22歳未満の者は大卒（見込含）、修士課程修了者等（見込含）は28歳未満の者） ①４月23日～６月６日

②�（一般）�
（陸海）�９月１日～ 26日�
（空）　�９月８日～ 26日

①�【１次】�６月14日�
【２次】�７月26日～８月１日
②�【１次】�10月11日�
【２次】�11月15日～ 18日

飛行（海・空）
専門（陸）

院卒者
試験

一般
・20歳以上28歳未満の者
・修士課程修了者等（見込含）飛行（空）

専門（陸）
歯科・薬剤科 ・専門の大卒（見込含）　・20歳以上30歳未満の者（薬剤科は20歳以上28歳未満の者） ①�【１次】�６月14日�／�【２次】�７月26日～８月１日

幹部候補曹 ・20歳以上33歳未満の者
①４月23日～６月６日
②�（陸海）�９月１日～ 26日�
（空）　�９月８日～ 26日

①�【１次】�６月14日�／�【２次】�７月26日～８月１日
②�【１次】�10月11日�／�【２次】�11月15日～ 18日

医科・歯科幹部 ・医師・歯科医師の免許取得者 ①２月１日～５月22日
②７月29日～ 10月23日

①６月20日
②11月14日

キャリア採用幹部 ・�大卒以上の者で、応募資格に定められた学部・専攻学科等を卒業後、２年
以上の業務経験のある者

①３月１日～５月16日
②（陸空）�８月１日～ 10月10日

①（陸）�６月９日�／�（海）�６月13日�／�（空）�６月10日～ 12日
②（陸）�10月31日�／�（空）�11月４日～６日

技術曹 ・20歳以上の者で国家免許資格取得者等
①３月１日～５月16日
②�（海）�８月１日～ 10月10日�
（空）�９月16日～ 11月14日

①（陸）�６月９日�／�（海）�６月16日�／�（空）�６月10日～ 12日
②（海）�11月10日�／�（空）�12月３日～５日

航空学生 ・海：18歳以上23歳未満の者（高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含））
・空：18歳以上24歳未満の者（高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）） ７月１日～８月29日 【１次】�①�９月20日�／�②�９月27日�／�【２次】�10月16日～ 23日

【３次】��（海）11月21日～ 12月17日�／�（空）11月15日～ 12月18日

一般曹候補生 ・�18歳以上33歳未満の者�
（32歳の者は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない者）

①３月１日～５月７日
②７月１日～９月２日
③９月16日～ 11月21日

①【１次】�５月17日～ 25日�／�【２次】�６月14日～ 29日
②【１次】�９月13日～ 21日�／�【２次】�10月11日～ 26日
③【１次】�11月29日～ 12月４日�／�【２次】�令和８年１月６日～ 13日
※いずれか１日を指定されます。

自衛官候補生 ・�18歳以上33歳未満の者�
（32歳の者は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない者）

①３月１日～５月29日
以降、年間を通じておこなっております。

受付時又は各自衛隊地方協力本部のホームページにてお知らせし
ます。

防衛大学校
学生

推薦
・18歳以上21歳未満の者
・�高卒（見込含）又は高専３年次修了（見込含）で成績優秀かつ生徒会活動等
に顕著な実績を修め、学校長が推薦できる者 ９月５日～９日

９月20日・21日

総合選抜
・18歳以上21歳未満の者（自衛官は23歳未満）
・高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）

【１次】�９月20日�／�【２次】�10月25日・26日

一般 ７月１日～ 10月16日 【１次】�11月１日�／�【２次】�11月29日～ 12月３日
※いずれか１日を指定されます。

防衛医科大学校医学科学生 ・18歳以上21歳未満の者
・高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含） ７月１日～ 10月８日 【１次】�10月25日�／�【２次】�12月17日～ 19日

※いずれか１日を指定されます。
防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

・18歳以上21歳未満の者
・高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含） ７月１日～ 10月３日 【１次】�10月18日�／�【２次】�12月６日・７日

※いずれか１日を指定されます。

陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

推薦 ・�男子で中卒（見込含）17歳未満の成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績
を修め、学校長が推薦できる者 10月１日～ 11月28日 令和８年１月10日～ 12日

※いずれか１日を指定されます。

一般 ・男子で中卒（見込含）17歳未満の者 10月１日～令和８年１月15日 【１次】�令和８年１月24日・25日�／�【２次】�令和８年２月12日～ 15日
※いずれか１日を指定されます。

自衛隊奨学生 ・�大学、大学院、高等専門学校等で理学、工学、文学又は法学を専攻しており、
正規の課程を修了する年の４月１日現在26歳未満（大学院在学者は28歳未満）

①６月３日～ 10月10日
②12月１日～令和８年１月30日

①11月８日・９日
②令和８年２月21日

予備自衛官補
一般 ・18歳以上52歳未満の者

５月24日～９月11日 ９月13日～ 29日
※いずれか１日を指定されます。技能 ・18歳以上で国家免許資格等を有する者（資格により年齢上限は53歳未満～55歳未満）
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【開館時間】　 平日（火～金） 9：30 ～ 18：00 
土・日・祝日 9：00 ～ 17：00

【休 館 日】　 毎週月曜日 
※月曜日が祝日の場合は翌日が休館

お問い合わせは ☎476-4251（FAX兼用）まで

図書館のおすすめ本 ①タイトル　　②著者名　　③出版社

図書館へ行こう図書館へ行こう

　　�一般図書

　　�児童図書

今月の新刊紹介　NEW
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一 般 図 書
あなたは、死なない 坂本　政道
親への小さな恩返し100リスト 田中　克典
今日もネコ様の圧が強い うぐいす　歌子
京屋の女房 梶　よう子
巨大地震 遠田　晋次
ゲーテはすべてを言った 鈴木　結生
関ケ原仁義　上 井原　忠政
糖と脂で体は壊れる 米井　嘉一
二十四五 乗代　雄介
ひとり旅日和　[6] 秋川　滝美

児 童 図 書
アザラシのアニュー あずみ虫
いちごりら 麻生　かづこ
おだんごとんリベンジ ガタロー☆マン
くまたのびっくりだいさくせん 柴田　ケイコ
シカしかいない キューライス
シロツメクサはともだち 鈴木　純
そつえんするってことは 中川　ひろたか
トドにおとどけ 大塚　健太
本当に危ない闇バイトの話 廣末　登
幻獣（モンスター）最強王図鑑 健部　伸明

お知らせコーナー

　一世帯２作品まで借りる
ことができます。休日に映
画鑑賞はいかがですか。
おもひでぽろぽろ・風の谷のナウシカ・�
崖の上のポニョ・千と千尋の神隠し・�
紅の豚・天空の城ラピュタ・もののけ姫・�
ハウルの動く城・魔女の宅急便・�
国王最期の愛人・ベルファスト・�
ゴールデンカムイ・�
チャーリーとチョコレート工場・�
こども食堂にて・メッセージ

新規購入DVDの紹介

こどもの読書週間
2025年  第67回  標語 

「あいことばは　ヒ・ラ・ケ・ホ・ン」
「こどもの読書週間」をきっかけに図書館を
利用してみませんか。期間中はポイント2
倍になります。

期間：
4月23日～ 5月12日
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町史編さんだより vol.14 【お問い合わせ先】
社会教育課　文化公民館係(421)町の歩み

大崎町史編纂委員会事務局　内村・吉原（大崎町中央公民館１階　社会教育課）�
〒899-7305　曽於郡大崎町仮宿1029番地　☎476-1111（421・422）

　現在編纂をおこなっている「大崎町史 －現
代編－ （仮）」は、第４回編纂委員会を経て大
まかな目次構成が出来上がりました。大きく
３つの「編」で構成することになり、各編の中
で細かく「章」が設定され、さらに各章の中で

「節」が設定されていきます。編の組み立ては
以下のとおりです。

第１編　大崎町の概要
第２編　大崎町の歴史概観
第３編　 現代編（昭和26年サンフランシスコ平和条約～令和８年）　　となります。

　今回は第１編の章とあらすじを紹介します。

第１章　「位置と面積」……… 本町の位置や交通アクセス、町の面積などの概説
第２章　「地勢・地質」 ……… 大崎町の地形や自然環境、地質の概要
第３章　「土壌」……………… 大崎町を構成する土壌の概要
第４章　「動植物」…………… 大崎町に生息する動植物の概要
第５章　「気候」……………… 鹿児島県の気候と大崎町の気象概要
第６章　「人口」……………… 人口と世帯数の推移と人口構成の変遷
第７章　「土地利用」………… 土地利用区分面積の推移

　以上のように、第１編は大崎町という町が「どのような場所なのか」をあらためて見つ
めなおす内容で、かつ大崎町の歴史に踏み込む前の導入部分となっております。
　第２章、第３章は鹿児島大学の井村隆介先生に執筆を依頼しました。執筆の間、井村
先生との協議によっては第２章、第３章の構成の見直しがあるかもしれません。後々に
防災にも役立てられるようなデータも組み込まれるといいと思います。

　第４章の「動植物」では、大崎町に生息する（かつて生息していた）動物・植物の概要を
紹介したいと思います。そこで執筆にあたって皆様からの情報提供をお待ちしております。
　・町内の海（または川）では、このような魚が釣れたりするよ…。こんな生物がいるよ…。
　・○○地区では、こんな鳥や動物を見かける（または、かつてはよく見ていた）。
　・ ○○地区では、△△という珍しい植物が生息しているよ（または、かつて生息してい

たよ）
　といった情報がありましたら、下記までご連絡ください。
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ふるさと納税を活用した事業の紹介 VOL.9
　このコーナーでは、全国の方々からいただいたふるさと納税（ふるさと応援基金）を活用した
事業について連載で紹介していきます。

学校給食費補助金
•�学校給食費補助金は、子育て世帯の負担軽減を
図り、子育てしやすい環境を整えるため実施し
ています。� �
バランスの取れた給食を提供することで、成長
期の子どもの発達・発育を支えています。� �
大崎町の児童・生徒に、安全・安心でより質の
高い学校給食を安定的に提供できるよう努め
ています。

令和5年度ふるさと応援基金を活用した金額　2,870万円

大崎町で活躍しています vol.14

多文化共生サポーターを募集しています！
興味のある方は、右の二次元コードから登録をお願いします。

　馬と共に夢を駆ける！インドからきたサハラさんとアリさんを取材しました。
　山下牧場のサハラさんとアリさんは、インドのビハール州出身。
サハラさんは大崎町に来て１年５ヶ月、インドではジョッキーとして
働いていたそうで、馬に関わって15年のキャリアを持ちます。母国
に奥さんと3人のお子さんがいるそうで、毎日電話をして家族との絆
を深めています。アリさんは来日して５ヶ月ですが、インドでも２年
間馬に関わる仕事をしておりました。サハラさんとは幼馴染だそう
で、サハラさんの紹介で日本へやってきました。お二人は故郷から
の友情を胸に、大好きな馬のお世話や調教に情熱を注いでいます。
●大崎町での生活
　 　大崎町での生活について、美しい自然、清

らかな空気、安全な環境に心惹かれています。
何より、職場の人が親切で、温かく迎え入れ
てくれたことが、お二人にとって大きな喜び
です。最近の趣味は釣りで、職場の方に２週
間に１回ほど連れて行ってもらっているそう
です。日本語の難しさには苦労しているよう
ですが、大崎町は本当に素晴らしい場所で、
インドの友人にもぜひ紹介したいと話します。

●今後の目標
　 　日本での仕事と生活に充実感を覚えるお二

人は、夢を持っています。サハラさんは、これ
からも日本でずっと仕事を続けたいと考えてお
り、将来的にはインドにいる家族を日本に呼び、
一緒に暮らすことを夢見ています。アリさんも
また、日本でずっと仕事を続けたいと考えてお
ります。言葉の壁を乗り越え、技術を磨きなが
ら、大崎町で新たな人生を切り拓こうとする二
人のまなざしは、希望に満ちています。

問  企画政策課  
共生協働係（221）

「きっかけは、声掛けから！」
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NEWSHO P in O S A K I

～ 紹介店舗一覧 ～
　令和６年度において新規創業や空き店舗対策補助金を活用して、創業・開店した事業所をご紹介い
たしますので、ぜひお立ちよりください。

Falcon'ｓ eye

【主な事業内容】
重機オペレーターや防疫力強化の業務に従事してい
た経験を生かして令和６年４月に創業しました。
畜産業の農場環境整備（表土剥離）、薬剤散布、土木
一式工事の事業をおこなっています。

①  大崎永吉7323-2 ② 080-6448-7322
③ 準備中　 ④ 8：00 ～ 17：00
⑤ 不定休

民泊ｎｉｔａｉ ｄｏｋｋｏｉ

【事業内容】
令和６年10月大崎町永吉に創業し、宿泊業（民泊）を
営んでいます。主に宮園集落の竹林整備の視察に訪
れた町外の方にご利用いただいています。
※ 御食事は提供されていないとのことですので、町

内飲食店をご利用ください。

①  大崎町永吉4214番地２ ② 090-5284-8704
③ nitai_dokkoi　 ④ 通年
⑤ 不定休

ふむふむ／ KOME  KAFFEE

【事業内容】
令和６年6月より空き店舗を活用して営業をおこな
っています。お昼はKOME　KAFFEEがカフェを営
業しており、夜はふむふむが夜カフェの営業をおこ
なっています。さまざまな交流イベントも開催して
いますのでぜひインスタグラムをチェックしてみて
ください。

① 大崎町仮宿1091-1 ② なし
③  humuhumu_osaki　　／　kome_kaffee　
④  KOME KAFFEE　10：30 ～ 15：00 

ふむふむ　　　 　18：00 ～ 22：00
⑤  営業日等はインスタグラムにてご確認ください。

つけあげ工房　林

【事業内容】
令和７年２月より創業。我が家のつけあげは豆腐を
使わないのが先代からの伝統。すり身となる魚の仕
入からこだわり、秘伝の製造方法でつくられた自家
製の「つけあげ」がオススメです。
・つけあげの製造・販売　　・野菜・果物の販売
・駄菓子の販売

①  大崎町菱田920番地 ② 090-5943-8220
③ なし　 ④ 8：00 ～ 18：00
⑤ 毎週水曜日

① 住所 ／ ② 電話番号 ／ ③ Instagram ／ ④ 営業日 ／ ⑤ 定休日
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おおさき
環境情報 Vol.18 リサイクル通信

今回は、
令和６年度の
取り組み事例
の紹介です

⃝バイオ炭
　出荷できなかった野菜類を畑に残置し肥料として鋤
きこむことは多いですが、ここからも温室効果ガスが
発生します。実はこれらを炭に変えて（バイオ炭とい
います）畑に散布することで、ガスの発生を抑えるだ
けでなく水はけや保水性、通気性の改善、微生物のす
みかとなって土壌改良の効果があることがわかってき
ています。
　今年度は、販売されている高機能のバイオ炭をさつまいも畑・大根畑に投入し、作物の生育状
況を確認する実験をおこないました。さつまいもの生育状況は良好で、慣行区より多くの収穫
があったり、品質が向上することが確認できました。
　また、出荷できなかった野菜（さつまいも等）、草木ゴミ、海岸流木など、利用されておらず
温室効果ガスの排出源になっているものを炭化する実験をおこないました。こちらは実験段階
ですが、試行錯誤し炭化に成功しています。

⃝水稲中干し期間の延長
　水田からは温室効果ガスの一つであるメタンが発生します
が、中干しの期間を延長することでその発生量を抑えることが
できます。今年度は、中干し期間を１週間延長することで稲の
品質や収量に変化がないかを立小野地区で実験しました。結果
として、同一の品種（ひのひかり）で通常通りの栽培をおこなっ
た近隣の畑と比較して収量・品質ともに大差なく収穫できるこ
とを確認しました。

脱炭素事業の紹介
　近年、異常な高温や豪雨・洪水などの気象災害が増え、現代を生きている私たちや将来世代の
生活が脅かされています。これらの災害の多くが、二酸化炭素やメタンなどの「温室効果ガス」
の排出によるものと考えられています。国や県、企業などでは、排出を抑制し、影響を緩和す
るための脱炭素の取り組みを進めています。
　大崎町でも令和４年度に「ゼロカーボン推進宣言」を発表し、脱炭素を通じて地域を豊かにす
るための取り組みをおこなってきました。ここでは令和６年度の取り組み事例を紹介します。
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【お問い合わせ先】　環境政策課　☎476-1111　環境衛生係（内線161）、環境政策係（内線163）

⃝太陽光パネルの設置検討
　家庭や職場で使用する電気は、多くが化石燃料の使用に
より二酸化炭素を排出しながら作られており、発電所から
家庭に届く際にもロスがあります。また台風などの際に鉄
塔や電線が被災することで電力の供給が止まります。一方
で、家庭にソーラーパネル・蓄電池を設置することで化石
燃料の使用を抑えられ、災害時にも強い住宅や町になって
いきます。今年度はふれあいフェスタの際にソーラーパネ
ル・蓄電池導入の紹介をおこないました。

⃝森林の管理・再造林
　植物は成長する際に大気中の二酸化炭素を吸収します。町の森林を適切に管理や再造林する
ことで、気候変動を防ぎながらより収益を得られる仕組みを構築することが可能です。大崎ら
しい森林のあり方を検討しています。

⃝大崎町脱炭素促進事業補助金
　「大崎町ゼロカーボン推進宣言」に基づき、脱炭素化に資する設備等の導入に対して補助をお
こなっています。詳細は下記のとおりです。

※「住宅太陽光発電システムのみの設置」、「中古品設備」については、補助対象外となります。
※補助金は、補助対象機器の種類ごとに１回限りとします。
※国の補助金との併用もできます。
※大崎町に住所を有する個人または法人が対象となります。

詳しくはホームページをご確認ください。

補助対象設備等 補助対象設備等の使用及び要件 補助金額

住宅用蓄電システム

蓄電池容量が1キロワット以上で、太陽光発電システ
ム等と接続し、同システムが発電する電力を充放電
できるものであること。
一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）登録機器等。

1件
150,000円

家庭用充電設備
（電気自動車対応設備）

一般社団法人次世代自動車振興センター（Nev）が補
助対象設備として指定している設備であること。

1件
50,000円
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ー お結びスポーツ ー

Sports Tourism 
Osaki ニュース VOL.VOL.８８

《お問い合わせ先》
一般社団法人スポーツ観光おおさき�
☎�476-1111（内線445）

InstagramFacebook X

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

　昨年10月の『FUN！ULTIMATE�OSAKI�2024』
をきっかけに、日本フライングディスク協会か
ら町内６小学校へディスクが贈られました。３
月４日の贈呈式には、昨年度の教室に参加した
持留・大崎小学校の両校が出席。全小学校に配
布済みですので、授業や休み時間にたくさん活
用してください！８月にはイベントも開催予定。
ぜひご参加ください！

　２月27日、日本女子体育大学の陸上合宿チーム19名
が、あすぱる大崎から大崎海岸までのモニターツアーに
参加してくださいました。移動手段がなく、ホテルで過
ごす予定だったとのことですが、大崎の自然を満喫し大
満足の様子でした。ＳＮＳで動画を公開中！ＱＲコード
からご覧ください。来年度は移動手段の確保に本格的に
取り組みますので、ご協力をお願いします！

全６小学校にディスクを寄贈 電動キックボードモニターツアー

食品開発
　２月19日、（株）KAGO食スポーツの監修のもと
町内事業者3社に参加いただき、アスリート向け補
食の開発ワークショップを開催しました。今後は、
合宿やイベントで直接販売する方法も検討しながら、
大崎町の特産品を活かした食品を開発していきます。
今後定期的にワークショッ
プをおこないますので気に
なる事業者の方はぜひお気
軽にご参加いただけると嬉
しいです！

少年団向け
「スポ飯」リリース！
　３月22日（土）、『食べ
ながら学ぶ�スポーツ栄
養講座』を開催。少年団
の保護者・子ども・関係者が約45名参加し、成長期
に必要な栄養について学びました。当日は少年団
向けに開発されたお弁当を提供。600円から、ご飯
の量も選べます！詳しくはQRコー
ドから。スポーツ時は「スポ飯」！
配達・回収も対応しますので、お気
軽にご利用ください！

　４月から町中央公民館第５会議室へ事務所が移転しました‼
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　新年度が始まり、学校や職場の環境が変
わったことで新たな出会いが増えてくると思
います。そこでは年齢、性別、国籍、障がい
の有無などさまざまな違いを持った人々との
出会いが始まります。
　その際に人権を守るために何か特別なこと
をしようと考える方がいると思います。しか
し、決して難しく考える必要はなく、相手の
立場になって考え、一緒に生きていくことが
合理的配慮につながります。互いの違いを
認め合い、尊重しあう合理的配慮をおこなう
ことが共生社会実現の第１歩となります。
　新たな出会いが増えるこの時期を人権に
ついて考えるきっかけにして、新年度がより
良い年になるように誰もが生きやすい社会を
作っていきましょう。

「�新たな出会いと
人権」

人権
シリーズ

啓発
戸籍の窓 届出日（３月１日～３月31日）

う
ぶ
声
　（
地
区
）

竹�

平
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野
方
）�

広
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・
希
　

児�
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ん
た
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う
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）�

士
宝
・
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瀬
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ず
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拓
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望
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お
く
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地
区
）

山
下
　
義
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假
宿
）

胡
摩
　
道
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假
宿
）

中
倉
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）
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村
　
ト
ミ�
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歳（
持
留
）

※ 戸籍の窓は、広報紙への掲載希望のあった
方を掲載しています。（※敬称略）

町からのお知ら
せや

町の魅力を発信
中!!

YouTube

InstagramFacebook LINE

SDGs

交通事故状況
（  　）内は対前年比

区　分 発生件数 死　者 傷　者
県　下 413（－63） 9（+3） 465（－62）
大崎町 1（－2） 0（±0） 1（－3）

　高齢運転者の交通事故防止対策として、「補償運
転（おもいやり運転）」を推進しています。運転手
自らが運転する時間と場所を選択し、加齢に伴う
運転技能の低下を補うような運転をしましょう。
お：�おだやかに、ペースを守って運転しましょう。
も：�もう一度、乗る前に調子を確認しましょう。
い：�今、出かける必要があるのか考えましょう。
や：�夜間の運転は控えましょう。
り：�リスクを避けて、通り慣れた道を運転しましょう。

令和７年
２月末現在

令和７年３月分  子牛セリ市成績表（町内分）
最高価格（血統） 平均価格 前月比 次回開催日

雌 	 730,000円	（紀多福×美国桜×安福久） 547,686円 ＋43,964円 ４月23日（水）

～

４月25日（金）

去勢 	 907,000円	（百合未来×美国桜×華春福） 688,347円 ＋42,903円

全体 ※価格はセリ価格（消費税抜き）です。 629,908円 ＋51,950円

農林振興課畜産係　☎476-1111（505）問
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広
告

広
告

ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅
Ja p a n  A t h l e t e  T r a i n i n g  C e n t e r  O s um i

　 〒899-7301　 鹿児島県曽於郡大崎町菱田1441 
☎099-477-1102

【指定管理者】 ニチガスクリエート・ミズノ共同事業体

【日　時】��４月20日　14：00～ 16：00
【対象者】��小学4年生～ 6年生　
【定　員】�30名
【受講料】�1,000円（施設利用料含む）
【場　所】��ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅
【指導者】��アーバンウェルネスクラブ　エルグ�

指導員　鈴木　章介　JATI-AATI�
(日本トレーニング指導者協会認定上級トレーニング指導者)

【申込方法】  お電話もしくは受付にて事前にお申し出ください。

☆走り方教室☆

広
告

【仕事内容】
電話・来客・メール対応、集金
業務、補助金申請、簡単な
ＰＣ操作（Excel・Word）、
注文書・納品書等の書類整理

【休　日】
 日曜日、土曜日は月に
２回程度、ＧＷ、お盆
休み、年末年始、その他
休みは相談に応じます。

【勤務地】
曽於郡大崎町野方3144-2

未経験者大歓迎！まずは簡単なお仕事からスタート！
事務に興味があり、企業成長を一緒に支えていただける仲間募集

株式会社  森原
曽於郡大崎町野方3144-2　TEL 099-478-2124

サッシ建具販売の  事務スタッフ募集中!!

何かご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

広報おおさき�︱�令和７年４月号�︱�40



くらしの掲示板

※�実施予定時期、期間、募集人員
については、地域ごとに違いま
すのでお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
　役場保健福祉課　社会福祉係
� ☎476-1111

「令和７年全国戦没者追悼式」
参列遺族の募集
　全国戦没者追悼式への参列を希
望される遺族の方を募集します。
【期日】
　令和７年８月15日（金）
　※前日からの団体行動になります。
【場所】
　日本武道館（東京都千代田区）
【対象者】
　�戦没者の遺族、一般戦災死没者
（空襲により亡くなった方など）
の遺族
※�鹿児島県内に住民登録をしてい
る遺族に限ります。
※�過去に参列したことがない方を
優先します。

※�「次世代への継承」という観点
から「18歳未満の遺族」につい
ても募集します。

【申込期間】
　�令和７年�５月１日（木）� �

～５月30日（金）
【募集人員】
　未定
※�申込み多数の場合は、選考をお
こないます。

【申込先】
　保健福祉課　社会福祉係
【お問い合わせ先】
　保健福祉課　社会福祉係
� ☎476-1111
　県庁社会福祉課　調査援護係
� ☎099-286-2828
【その他】
　�状況により、今後変更になる可
能性があります。

令和７年度 
慰霊巡拝の実施予定について
　令和７年度における慰霊巡拝に
ついてお知らせします。
　参加対象遺族の範囲及び選考基
準など関係書類については、役場
保健福祉課にご連絡ください。

【実施地域と県の内申締切日】
インドネシア ４月23日（水）

東部ニューギニア ４月30日（水）

カザフスタン
共和国 ５月9日（金）

トラック諸島 ５月14日（水）

ウズベキスタン
共和国 ５月23日（金）

硫黄島（第１次） ７月上旬

パラオ諸島 ８月26日（火）

フィリピン
（１班）（２班）（３班） ８月15日（金）

硫黄島（第２次） ９月下旬

ミャンマー 未定

他の記事

詳しくは鹿児島県HPをご確認ください。
今行っている工事も，これから行う工事も手続きが必要です。

盛土を安全に保つ責務

５月１日より前に規制対象
工事に着手している方は

区域指定時着手工事届出
が必要となります。

５月１日以降に
規制対象工事に着手する方は

QRコード

許可・届出が必要となります。

鹿児島県 土木部 監理課 盛土対策室 TEL 099-286-3695 E-mail morido@pref.kagoshima.lg.jp問合せ先

過去に行われた盛土等も含めて，
土地所有者等が常に安全な状態に
維持する必要があります。

5月22日
までに

令和７年５月１日から

盛 土 等 には知事の 許 可 が 必 要 になります。
鹿児島県では令和７年５月１日(木)に宅地造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規制法」）に
基づく規制区域を指定し，盛土等の許可制度を開始します。

どんな工事が許可対象なの？ 規制区域はどの範囲？

盛土・切土・土石の仮置き
のうち，対象規模に該当するもの
は，許可・届出が必要です。

鹿児島県は「県内全域(※1)」を
次の規制区域のいずれかに指定
します。

盛土・切土 土石の仮置き

対象規模は県HPをご覧ください。

■宅地造成等工事規制区域
市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば
人家等に危害を及ぼしうるエリア

■特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの，盛土が
行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

※2 各市町村の区域図は鹿児島県HPをご覧ください。
※1 鹿児島市内は鹿児島市で指定を行います。

特定盛土等
規制区域

宅地造成等
工事規制区域
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▲宛先　　　　郵送の場合は、お手数ですが切り取って
▼応募用紙　　ハガキに貼り付けてください。

〒 899-7305
鹿児島県曽於郡大崎町假宿 1029

　　　大崎町役場　商工観光課
� 広報観光係　行

読者プレゼント応募用紙

お名前／ふりがな

ご住所　〒

電話番号

ご応募の際にご記入いただきました個人情報は、抽選・賞品の
発送以外には使用しません。

〇�今後読者プレゼントでほしいもの
　□お肉系　□魚介系　□スイーツ系　□食事券
　□その他　（　　　　　　　　　）

アンケート
〇�今月号でよかった記事・分かりにくかった記事や、今後
取り上げてほしい記事があれば教えてください。
〇地域の旬の話題があれば教えてください。

キリトリ

✂

広報おおさき広報おおさき
読者プレゼント読者プレゼント

応募締切
 ５月14日（水）

　 　（当日消印有効）

資資金金名名 ママイイカカーーロローーンン 教教育育ロローーンン

金金利利

※お借入期間：6ヶ月以上１５年以内（据置期間含む）
※お借入金額：10万円以上1,000万円以内（１万円単位）

※お借入期間：１５年以内（在学期間+９年/据置期間含む）
※お借入金額：10万円以上1,000万円以内（1万円単位）

令令和和７７年年４４月月３３００日日ままでで実実施施中中！！

【【おお問問いい合合わわせせ】】そそおお鹿鹿児児島島農農業業協協同同組組合合
大大崎崎支支店店 ００９９９９－－４４７７６６－－２２１１１１３３

最軽減金利

年１１．．66％％→→
今今なならら年年

最軽減金利

年年１１．．88％％→→
今今なならら年年

（保証料別途） （保証料別途）

広
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❀読者プレゼントのご提供をお待ちしております。
　広報観光係まで

＼35万人が選んだ大崎町のふるさと納税返礼品をゲット！ 第37弾／

ご応募いただいた方の中から抽選でプレゼントします。
なお、当選者へは、賞品の発送をもってかえさせていた
だきます　　

応募方法は３種類
①�　大崎町役場の本庁舎窓口または野方支所に設置して
ある専用の箱に応募用紙を投函
②�　ハガキに、右の宛先と応募用紙を貼り
郵便ポストに投函（切手が必要です）
③　右の二次元コードからアクセスして応募
ふるさと納税事業は、大崎町の特産品、魅力を全国に PR し、
地域の活性化にもつながっています。町外にお住まいのお知り
合いの方にもぜひご紹介ください。

1.1kg
（約50個入り）

　大崎町を象徴とする「うなぎの蒲焼」と大
崎町産のお米である「なつほのか」を使用し
特別に制作した逸品です。「うなぎ丼まん」
は、豪快なボリュームと風味豊かなウナギ
の味わい、特製タレとお米が織りなすハー
モニーをご堪能ください。「ひつまぶしまん」
は、その名の通り、ひつまぶしの美味しさ
を再現し海苔の風味と有馬山椒の豊かな香
りの調和を楽しむことができます。

【美味しい食べ方】
①一旦冷蔵庫で解凍する。
②�皿に乗せふんわりラップを
かけて電子レンジ（500ｗ）
約１分加熱する。

【ワンポイント】
　トースターで焼くと香ばし
くなりより一層美味しくいた
だけます！

【神楽坂五〇番】
うなぎ丼まん
＆ひつまぶしまん
各種２個（合計４個）

５名
様
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総合的人事
コンサルタント業

お気軽にご相談ください・・
人事総合コンサルティング企業

有限会社C.H.I
〒225-0003
神奈川県横浜市青葉区
新石川3-22-15-603

chikuma@k-chi.com

取締役  竹間 克比佐

TEL:090-1429-3666

広
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合葬区画の場合

１柱　税込１６,５００円～

　樹 木 葬 　　　　　　　　　　　新しいスタイルの埋葬

お問い合わせ　㈲今福石材店
０９９－４７６－１４８２

永代供養塔

管理・維持費 年６,０００円

自然を活用した【継承者不要】のお墓 お墓の悩み相談

● 先祖のお墓の管理をする人がいない

● 先祖の遺骨を１つに纏めたい

● 後を見る者(後継ぎ）がいない

● 将来墓じまいを考えている

● 宗教、宗旨自由の墓地がない

● 子供に迷惑をかけたくない

● 不明な遺骨の処分をしたい

３２万円（税込３５万２千円～）

広
告
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この広報紙は再生紙を使用しています

 人口と世帯数
 令和７年３月末現在

対前月比
人　口 11,853人（－31）

男 5,686人（－25）
女 6,167人 （－６）

世帯数 6,550戸 （＋３）
出　生 ４人
死　亡 19人
転　入 81人
転　出 96人

４/17 第３木曜日地区
４/24 第４木曜日地区
５/ １ 第１木曜日地区
５/ ８ 第２木曜日地区
５/15 第３木曜日地区

 資源ごみ回収日

空き家は３部屋あります。
（公営２・町営１・一般０）
建設課管理係　
� ☎ 476-1111（153）

 町営住宅空家情報
 令和７年４月１日現在

・�教育相談　中央公民館�
毎週火曜日 9:00 ～ 16:00
・�心配ごと相談　老人福祉センター�

毎週水曜日 9:30 ～ 15:30
・�図書館休館日　毎週月曜日 
子どもと一緒に読書の日�
毎月 23 日　（ポイント２倍） 
　　　
・�行政相談　老人福祉センター�

毎月第 4 水曜日 9:30 ～ 15:30

月曜祝日の場合は翌日

・介護保険料 �����第１期
・後期高齢者医療保険料 �第１期
・公共下水道使用料 �１～２月分

 今月の納税

まち・ひと・しごと
世界の未来をつくる循環のまち町のカレンダー

毎月第２日曜日は
おおさきチャレンジ朝市

（８：00 ～ 11：30）
三文字地区城南通り

The calendar of the town

【子育て情報】　（保健センター）

４/22 火 育児相談� （13:15~14:15）
５/８ 木 乳児及び産婦健診� （受付/12:50~13:10）
５/14 水 １歳６か月児健診� （受付/12:40~13:00）

 夜間・休日当番医

４/27�草野クリニック�
� ☎476-7533

【�休み】�
4/20、5/4、5/11

大隅広域夜間急病センター
午後７時～翌日午前７時
� ☎�0994-45-4119

夜間（年中無休）

休日当番医

4/13 日
14 月

15 火 マスターズプロジェクト�（9：15～ 11：00）� ［大丸改善センター］
町春季畜産品評会�（9：00～）� ［町家畜集合指導センター］

16 水
マスターズプロジェクト�（9:15 ～ 11:00）�［野方地区活性化センター]
障害者巡回相談会�（10：00～ 12：00）� ［保健センター］
特設人生相談�（10:00 ～ 15:00）� ［中央公民館］

17 木 いきいきクラブ�（9：30～ 11：30）� ［老人福祉センター］
18 金 音薬体操�（10：30～ 12：00）� ［老人福祉センター］
19 土
20 日
21 月 育成・成牛せり市�（9：30～）� ［曽於中央家畜市場］

22 火 マスターズプロジェクト�（9:15 ～ 11:00）� ［老人福祉センター］
農委定例総会�（9：00～）� ［共済組合］

23 水 子牛せり市　00日まで��（9：30～）� ［曽於中央家畜市場］
24 木 いきいきクラブ�（9：30～ 11：30）� ［老人福祉センター］
25 金 音薬体操�（10：30～ 12：00）� ［老人福祉センター］
26 土
27 日
28 月 オレンジカフェ�（10：00～ 12：00）� ［保健センター］
29 火 � 昭和の日

30 水
5/1 木 いきいきクラブ�（9：30～ 11：30）� ［老人福祉センター］
2 金 音薬体操�（10：30～ 12：00）� ［老人福祉センター］
3 土 � 憲法記念日

4 日 � みどりの日

5 月 � こどもの日

6 火 � 振替休日

7 水 マスターズプロジェクト�（9:15 ～ 11:00）�［野方地区活性化センター]
8 木 いきいきクラブ�（9：30～ 11：30）� ［老人福祉センター］
9 金 音薬体操�（10：30～ 12：00）� ［老人福祉センター］
10 土
11 日
12 月
13 火 マスターズプロジェクト�（9:15 ～ 11:00）� ［老人福祉センター］
14 水 マスターズプロジェクト�（9:15 ～ 11:00）� ［持留改善センター］

15 木
いきいきクラブ�（9：30～ 11：30）� ［老人福祉センター］
大隅児童相談所�（9：00～ 16：00）� ［志布志市］
曽於地区春季畜産共進会�（9：00～）� ［曽於中央家畜市場］

16 金 音薬体操�（10：30～ 12：00）� ［老人福祉センター］

25日まで
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